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佐
藤
奈
穂

トレンド・リポート

一
九
九
三
年
の
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
総
選
挙
、

一
九
九
八
年
の
ポ
ル
・
ポ
ト
派
の
完
全
投
降
に
よ

り
内
戦
に
終
止
符
を
打
ち
、
そ
の
後
、
順
調
な
経

済
成
長
を
続
け
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
。
近
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

成
長
率
は
二
○
○
四
年
に
一
○
％
、
二
○
○
五
年

一
三
・
四
％
、
二
○
○
六
年
一
○
・
四
％
と
二
桁

成
長
を
記
録
し
続
け
て
い
る
。
ま
た
開
発
政
策
の

中
で
中
心
的
課
題
と
さ
れ
て
き
た
貧
困
削
減
に
お

い
て
も
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
貧
困
割
合

は
一
九
九
四
年
か
ら
二
○
○
四
年
の
一
○
年
間
で
、

四
七
％
か
ら
三
五
％
に
減
少
し
て
お
り
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
は
表
面
的
に
は
社
会
経
済
開
発
の
道
に
お
け

る
「
優
等
生
」
と
し
て
映
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
方
で
国
内
の
「
不
平
等
」
に
目
を

向
け
る
と
、
過
去
一
○
年
間
で
貧
富
の
格
差
は
逆

に
拡
大
し
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
会
経
済
調
査

の
世
界
銀
行
に
よ
る
分
析
結
果
を
見
る
と
、
一
九

九
四
年
か
ら
二
○
○
四
年
の
一
○
年
で
、
一
日
当

り
の
消
費
額
が
富
裕
層
で
四
五
％
増
加
し
て
い
る

の
に
対
し
、
貧
困
層
は
わ
ず
か
八
％
し
か
成
長
し

て
い
な
い
。
一
日
当
り
消
費
額
の
国
全
体
の
ジ
ニ

係
数
（
○
が
完
全
な
平
等
を
表
し
、
一
が
完
全
な

不
平
等
を
表
す
指
標
）
は
、
一
九
九
四
年
で
○
・

三
五
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
○
○
四
年
に
は
○
・

四
に
拡
大
し
て
い
る
（
参
考
文
献
①
、pp. 2-3, 

10

）。
経
済
成
長
は
国
内
の
富
裕
層
が
さ
ら
に
裕

福
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
貧
困
層
は
依
然
と
し
て
貧
困
で
あ
る
と

言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
貧
富
の
格
差
を
生
み
出
す

一
つ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、

土
地
所
有
面
積
の
不
平
等
で
あ
る
。

土
地
所
有
の
ジ
ニ
係
数
を
他
の
東
南
ア
ジ
ア
の

国
々
と
比
較
す
る
と
、
ラ
オ
ス
○
・
三
九
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
○
・
四
五
、
タ
イ
○
・
四
七
、
ベ
ト
ナ

五
、
タ
イ
○
・
四
七
、
ベ
ト
ナ

、
タ
イ
○
・
四
七
、
ベ
ト
ナ

ム
○
・
五
三
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
○
・
五
五
に
対
し
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
○
・
六
八
と
非
常
に
高
く
、
強
い

不
平
等
度
を
示
し
て
い
る
（
図
１
）（
参
考
文
献
②
、

pp. 280-281

）。
世
界
銀
行
の
報
告
に
よ
る
と
、
多

く
の
発
展
途
上
国
で
は
大
規
模
な
プ
ラ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
タ
イ
プ
の
農
業
よ
り
も
、
各
農
家
に
よ
る
小

規
模
な
土
地
所
有
に
よ
る
農
業
の
方
が
よ
り
面
積

当
り
の
収
穫
お
よ
び
現
金
収
入
が
高
い
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
世
界
銀

行
が
二
○
○
四
年
の
社
会
経
済
調
査
を
分
析
し
た

結
果
に
は
、
農
地
の
保
有
面
積
と
収
穫
高
お
よ
び

収
入
に
は
明
ら
か
な
負
の
相
関
関
係
が
示
さ
れ
て

い
る
（
参
考
文
献
①
、pp. 56-57

）。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
指
摘
に
全
く
逆
行
す
る
状
況
が
進
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
人
口
の
約
八
割
が
農
村
に
居
住

し
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
小
規
模
な
農
地
で
、
零

で
、
零零

細
な
家
族
農
業
を
営
ん
で
い
る
。
農
地
か
ら
の
収

穫
、
収
入
が
生
活
の
糧
で
あ
り
、
農
民
の
生
活
は

土
地
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
土

地
所
有
の
状
況
は
直
接
、
農
家
の
生
活
を
左
右
す

る
。
し
か
し
、
土
地
な
し
農
民
は
一
九
九
七
年
に

し
か
し
、
土
地
な
し
農
民
は
一
九
九
七
年
に

土
地
な
し
農
民
は
一
九
九
七
年
に

一
三
％
で
あ
っ
た
の
が
、
二
○
○
四
年
に
は
二
○

％
に
拡
大
し
て
お
り
、
現
在
で
は
三
○
％
近
く
に

及
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る

（
参
考
文
献
③
）。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
一
九
八
○
年
代
に
全
国
規
模

で
、
非
常
に
平
等
的
な
土
地
の
再
分
配
が
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
時
点
で
の
土
地
所
有
の
ジ
ニ
係
数

は
○
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た

っ
た
二
○
年
余
り
で
、
こ
れ
だ
け
の
格
差
が
出
る

理
由
は
、
一
般
的
な
市
場
原
理
に
よ
る
土
地
の
集

約
化
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
の
二
○
年

間
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
極
端
な
土
地
の
集
約
化
を
進
め
て

い
る
三
つ
の
要
因
を
概
観
し
た
い
。

●
地
価
の
高
騰
と
土
地
転
が
し
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ボ
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状

カ
ン
ボ
ジ
ア
北
西
部
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
州
。
世

界
遺
産
と
し
て
有
名
な
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
群
を
目

当
て
に
年
間
一
七
○
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
る
こ

の
街
で
は
、
内
戦
終
結
以
後
、
急
速
な
観
光
地
化

が
進
ん
で
い
る
。
観
光
サ
ー
ビ
ス
業
に
国
内
外
か

ら
投
資
が
集
中
し
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
建

設
ラ
ッ
シ
ュ
が
続
き
、
地
価
が
急
激
に
跳
ね
上
が

っ
た
。
地
価
の
高
騰
は
街
の
中
心
部
の
み
な
ら
ず
、

近
郊
農
村
に
ま
で
波
及
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
ほ

ぼ
無
価
値
で
あ
っ
た
農
村
部
の
水
田
ま
で
そ
の
価

格
を
上
げ
て
い
る
。
上
昇
を
続
け
る
地
価
を
前
に
、

都
市
の
一
部
の
富
裕
層
が
、
わ
れ
先
に
と
土
地
を

購
入
・
転
売
し
、
そ
の
差
額
で
利
益
を
得
て
い
る

の
で
あ
る
。

シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
中
心
部
か
ら
西
へ
約
一
六
キ

へ
約
一
六
キ

約
一
六
キ

ロ
に
位
置
す
る
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
州
プ
オ
ッ
ク
郡

は
、
人
口
の
約
八
割
が
農
業
に
従
事
す
る
農
村
地

帯
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
農
地
の
価
格
が
わ
ず
か
四

年
で
二
○
倍
に
跳
ね
上
が
っ
た
。
さ
ら
な
る
地
価

の
上
昇
を
見
込
ん
だ
資
産
家
は
、
こ
の
地
域
の
水

、
こ
の
地
域
の
水

こ
の
地
域
の
水

田
に
目
を
つ
け
、
大
規
模
な
土
地
の
買
占
め
に
着

手
し
て
い
る
。
プ
オ
ッ
ク
郡
の
中
心
部
、
プ
オ
ッ

ク
区
の
水
田
で
は
、
現
在
区
役
所
が
把
握
し
て
い

る
だ
け
で
区
全
体
の
農
地
二
五
八
○
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
内
、
六
一
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
つ
ま
り
全
体
の
四

分
の
一
近
く
の
水
田
が
こ
こ
わ
ず
か
三
年
で
売
却

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
土
地
は
、
転
売
に
よ
る

利
益
を
目
的
と
さ
れ
る
た
め
、
土
地
が
何
ら
か
の

形
で
再
開
発
さ
れ
る
予
定
は
な
い
。
ま
た
、
未
だ

正
規
の
土
地
登
記
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
の
地
域

で
は
、
土
地
の
購
入
者
が
後
々
の
い
ざ
こ
ざ
を
恐

れ
、
農
地
は
小
作
に
出
さ
れ
ず
、
購
入
さ
れ
た
土

地
は
何
の
耕
作
も
行
わ
れ
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
天
水
を
利
用
し
た
粗
放
な
農

法
に
よ
る
稲
作
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
面
積
当
り

の
収
穫
量
は
他
の
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
比
べ
て

も
少
な
い
。
特
に
都
市
近
郊
に
位
置
す
る
こ
の
地

域
で
は
、
稲
作
の
技
術
や
灌
漑
、
品
種
の
改
良
は

進
ま
な
い
一
方
、
農
繁
期
に
必
要
な
雇
用
労
働
の

賃
金
は
上
昇
を
続
け
、
稲
作
に
よ
る
収
益
は
ほ
ぼ

ゼ
ロ
に
近
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
よ
り

収
穫
が
少
な
く
、
村
か
ら
遠
く
離
れ
た
ア
ク
セ
ス

の
悪
い
水
田
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
手
放
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
土
地
所
有
に
対
す

る
税
の
支
払
い
義
務
は
な
い
。
固
定
資
産
税
が
な

く
、
農
耕
地
に
対
し
て
税
が
優
遇
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
も
な
い
。
土
地
の
非
利
用
に
関
し
て
は
、
特

定
の
区
域
で
「
未
開
発
土
地
税
」
が
指
定
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
一
般
の
農
地
の
非
利
用
に
対
し
て

課
税
さ
れ
て
い
る
状
況
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ

の
た
め
、
土
地
を
買
収
す
る
資
産
家
に
と
っ
て
の

負
担
お
よ
び
農
業
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

大
規
模
な
土
地
の
買
収
で
は
、
対
象
と
な
る
水

田
を
保
有
す
る
多
数
の
農
家
が
一
斉
に
土
地
を
手

放
す
こ
と
に
な
る
。
農
民
間
で
の
協
議
が
あ
る
も

の
の
、
少
数
の
反
対
派
の
意
見
は
無
視
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
農
業
か
ら
の
僅
か
な
収

入
に
生
計
を
依
存
す
る
貧
困
世
帯
に
と
っ
て
は
大

き
な
打
撃
と
な
る
。
こ
の
地
域
の
あ
る
農
家
は
、

こ
の
地
域
の
あ
る
農
家
は
、

の
あ
る
農
家
は
、

「
う
ち
は
子
ど
も
も
多
い
し
、
本
当
は
売
り
た
く

な
か
っ
た
。
で
も
、
周
囲
の
水
田
が
す
べ
て
売
ら

れ
る
な
ら
、
売
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
話
す
。

二
○
○
六
年
、
同
郡
で
ゴ
ル
フ
場
が
開
設
さ
れ
た

が
、
ゴ
ル
フ
場
建
設
の
際
、
農
地
売
却
に
同
意
し

な
か
っ
た
農
家
の
土
地
は
、
今
も
ゴ
ル
フ
場
の
真

ん
中
に
囲
い
を
さ
れ
た
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
地
主
が
ゴ
ル
フ
場
に
入
場
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
ず
、
そ
の
土
地
で
農
業
を
行
う
こ
と
も
、
再

度
売
却
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
土
地
の
売
買
は
、
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ

プ
州
の
み
な
ら
ず
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
、
各
州
の
中

心
部
と
そ
の
近
郊
お
よ
び
国
道
な
ど
の
幹
線
道
路

沿
い
の
地
域
に
お
い
て
同
様
の
状
況
が
見
受
け
ら

れ
る
。
も
し
、
政
府
や
地
方
自
治
体
が
農
業
開
発

に
積
極
的
で
あ
れ
ば
、
今
後
の
灌
漑
整
備
や
品
種

改
良
等
で
こ
れ
ま
で
収
益
の
少
な
か
っ
た
水
田
で

も
、
大
き
な
利
益
が
得
ら
れ
る
可
能
性
は
大
い
に

あ
る
。
人
口
増
加
が
続
く
中
、
農
民
が
土
地
を
手

放
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
土
地
な
し
農
民
を
増
加

さ
せ
、
さ
ら
な
る
貧
富
の
格
差
の
拡
大
に
繋
が
り
、

ま
た
国
全
体
の
農
業
生
産
量
の
低
下
を
招
く
こ
と

量
の
低
下
を
招
く
こ
と

の
低
下
を
招
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

●
権
力
に
よ
る
土
地
の
剥
奪

こ
の
よ
う
な
売
買
に
基
づ
く
土
地
の
喪
失
は
、

農
民
や
一
般
市
民
に
と
っ
て
も
一
時
的
で
あ
れ
一

定
の
利
益
が
あ
る
。
し
か
し
、
農
民
や
一
般
市
民

に
と
っ
て
は
何
の
利
益
も
な
く
、
た
だ
不
条
理
に

土
地
が
奪
わ
れ
る
事
例
も
後
を
絶
た
な
い
。

図 1��������������������������������������������������������
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カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
土
地
管
理
、
土
地
利
用
を
進

め
る
に
当
り
、
一
九
九
九
年
に
新
た
に
土
地
管
理

都
市
計
画
建
設
省
（M

inistry of Land M
anage-

m
ent U

rban Planning and C
onstruction

＝
Ｍ
Ｌ

Ｍ
Ｕ
Ｐ
Ｃ
）
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
○
○

一
年
に
新
土
地
法
が
施
行
さ
れ
、
二
○
○
二
年
か

ら
一
五
カ
年
計
画
で
土
地
の
登
記
が
開
始
さ
れ
た
。

で
土
地
の
登
記
が
開
始
さ
れ
た
。

土
地
の
登
記
が
開
始
さ
れ
た
。

二
○
○
六
年
一
二
月
現
在
で
、
国
全
体
の
約
一
○

％
の
登
記
が
終
了
し
て
い
る
。
土
地
の
正
式
な
登

記
は
始
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
農
村
部
の
殆

ど
の
人
々
が
未
だ
土
地
に
関
す
る
正
式
な
証
書
を

有
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
と
地
価
の
高

騰
に
よ
り
、
土
地
証
書
を
持
た
な
い
人
々
か
ら
土

地
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が
多
発
し
て
い
る
。

そ
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
の
土
地
と
し
て
居
住

あ
る
い
は
農
業
を
行
っ
て
い
る
土
地
に
、
あ
る
日

突
然
、
街
か
ら
そ
の
土
地
の
証
書
を
持
っ
た
者
が

現
れ
、
土
地
の
権
利
を
主
張
し
、
土
地
を
奪
っ
て

し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
土
地
を
奪
わ
れ

た
人
々
は
村
長
や
区
、
郡
、
州
を
相
手
に
警
察
や

裁
判
所
に
起
訴
す
る
も
の
の
、
裁
判
官
は
賄
賂
に

よ
り
権
力
者
に
加
担
し
、
公
平
な
判
決
が
下
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
地
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
報
告
に

よ
る
と
、
同
様
の
問
題
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
全
土
で
起

こ
っ
て
お
り
、
特
に
バ
ン
テ
ア
イ
ミ
エ
ン
チ
ェ
イ

州
、
バ
ッ
タ
ン
バ
ン
州
、
そ
し
て
ポ
ー
サ
ッ
ト
州
、

コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
、
ラ
タ
ナ
キ
リ
州
、
モ
ン
ド

ル
キ
リ
州
、
シ
ハ
ヌ
ー
ク
ビ
ル
特
別
市
、
プ
ノ
ン

ペ
ン
特
別
市
で
、
よ
り
頻
発
し
て
い
る
と
い
う
。

一
九
九
九
年
に
は
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
に

近
い
バ
ン
テ
ア
イ
ミ
エ
ン
チ
ェ
イ
州
の
あ
る
村
で
、

村
民
が
誰
一
人
知
ら
な
い
一
人
の
男
が
や
っ
て
来

て
、
村
と
村
周
辺
の
五
一
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル
の

土
地
の
所
有
権
を
主
張
し
た
。
男
の
主
張
に
全
く

法
的
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
州
の
裁
判

所
は
土
地
所
有
権
を
認
め
、
村
民
の
居
住
は
違
法

で
あ
る
と
の
判
決
を
下
し
た
。
そ
の
後
も
村
民
の

控
訴
に
よ
り
闘
争
は
長
く
続
い
た
が
、
二
○
○
五

年
三
月
、
裁
判
所
は
強
行
判
決
を
行
い
、
立
退
き

に
抵
抗
し
た
村
民
三
人
が
武
装
し
た
警
備
隊
に
よ

っ
て
射
殺
さ
れ
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
（
参
考

文
献
③
）。

ま
た
、
二
○
○
六
年
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
は
、

ト
ン
レ
バ
ッ
サ
ッ
ク
川
沿
い
ス
ラ
ム
の
強
制
立
退

き
が
強
行
さ
れ
た
。
一
九
八
○
年
代
か
ら
そ
の
ス

ラ
ム
に
住
む
人
々
に
は
居
住
の
法
的
根
拠
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
は
そ
の
土
地
を
国
有
地
で

あ
る
と
し
、
強
制
撤
去
に
踏
み
切
っ
た
。
お
よ
そ

一
八
○
○
世
帯
が
住
居
を
失
っ
た
。
政
府
は
再
定

住
地
の
提
供
を
約
束
し
た
も
の
の
、
現
時
点
で
プ

ノ
ン
ペ
ン
郊
外
に
土
地
を
得
た
の
は
約
五
○
○
世

帯
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
移
住
地
の
衛
生
、
治
安
、

教
育
、
就
労
機
会
の
状
況
は
劣
悪
で
あ
り
、
未
だ

の
状
況
は
劣
悪
で
あ
り
、
未
だ

は
劣
悪
で
あ
り
、
未
だ

残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
。

●
経
済
的
土
地
利
用
権
の
発
行

そ
し
て
土
地
所
有
の
格
差
を
招
く
最
大
の
要
因

で
あ
り
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
政

府
か
ら
供
与
さ
れ
る
「
経
済
的
土
地
利
用
権
」

（E
conom

ic Land C
oncessions

＝
Ｅ
Ｌ
Ｃ
）
で

あ
る
。
こ
の
一
○
年
余
り
の
内
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
広
大
な
土
地
が
Ｅ
Ｌ
Ｃ
の
名
の
下
に
政
府
か
ら

企
業
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｌ
Ｃ
と
は
、
政
府
が
民
間
企
業
に
対
し
森
林

を
含
む
土
地
を
林
業
、
農
業
、
採
鉱
、
漁
業
や
観

光
開
発
等
の
商
業
利
用
の
た
め
に
利
用
権
を
与
え

る
も
の
で
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代

に
そ
の
起
源
を
持
ち
、
一
九
九
○
年
代
初
頭
の
復

活
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
政
府
の
表
向
き

の
目
的
は
、
企
業
の
投
資
を
促
進
さ
せ
、
国
家
歳

入
を
増
や
し
、
環
境
を
保
護
し
、
農
村
部
の
貧
困

を
削
減
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地

元
住
民
が
す
で
に
農
業
、
あ
る
い
は
狩
猟
採
取
の

た
め
に
利
用
し
て
い
る
土
地
が
契
約
対
象
と
な
り
、

住
民
か
ら
土
地
が
奪
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

二
○
○
六
年
一
二
月
三
一
日
現
在
、
政
府
は
一

五
の
州
お
よ
び
都
市
で
五
七
の
企
業
に
よ
る
五
八

カ
所
、
合
計
九
四
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
Ｅ
Ｌ
Ｃ
の
契

約
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ

は
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
土
全
体
の
約
五
・
二
％
、
耕
地

国
土
全
体
の
約
五
・
二
％
、
耕
地

の
約
五
・
二
％
、
耕
地

面
積
全
体
の
一
四
・
五
％
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、

全
体
の
一
四
・
五
％
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、

の
一
四
・
五
％
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、

こ
こ
に
は
各
州
の
当
局
か
ら
認
可
さ
れ
る
一
○
○

○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
Ｅ
Ｌ
Ｃ
は
含
ま
れ
て
お
ら

ず
、
全
体
で
一
体
ど
れ
だ
け
の
土
地
が
Ｅ
Ｌ
Ｃ
の

契
約
下
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を

含
め
る
と
Ｅ
Ｌ
Ｃ
は
国
全
体
の
耕
地
面
積
の
三
分

の
一
近
く
に
も
上
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
莫
大
な
面
積
の
利
用
権
付
与
の
裏
で
は
、

政
府
高
官
や
政
治
家
の
汚
職
に
よ
る
関
与
が
疑
わ

れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｌ
Ｃ
は
、
政
府
か
ら
企
業
に
対
し
、
最
長
九

九
年
間
与
え
ら
れ
る
独
占
的
な
土
地
利
用
の
権
利

で
、
所
有
権
は
付
与
さ
れ
な
い
も
の
の
、
契
約
期
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ト
レ
ン
ド
・
リ
ポ
ー
ト

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
土
地
集
約
化
─
格
差
拡
大
の
要
因
と
そ
の
現
状

間
中
は
土
地
の
譲
渡
権
も
与
え
ら
れ
、
利
用
権
の

又
貸
し
や
転
売
も
可
能
で
あ
る
。
企
業
は
借
地
料

お
よ
び
収
入
に
対
す
る
税
の
支
払
い
が
求
め
ら
れ

る
が
、
借
地
料
や
税
、
利
用
者
の
契
約
上
の
義
務

等
に
関
す
る
情
報
は
殆
ど
開
示
さ
れ
て
い
な
い
。

Ｅ
Ｌ
Ｃ
の
内
、
ゴ
ム
や
パ
ー
ム
油
、
ユ
ー
カ
リ

等
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
砂
糖
黍
や
と
う
も
ろ

こ
し
等
の
換
金
作
物
の
栽
培
と
い
っ
た
農
業
を
実

施
し
て
い
る
の
は
、
政
府
が
公
開
し
て
い
る
Ｅ
Ｌ

Ｃ
面
積
全
体
の
約
二
一
％
で
あ
る
。
そ
の
他
の
Ｅ

Ｌ
Ｃ
の
使
途
は
不
明
で
あ
る
が
、
各
地
の
住
民
や

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
報
告
に
よ
る
と
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
や
リ

ゾ
ー
ト
開
発
の
他
に
、
宝
石
や
金
、
鉱
石
の
採
掘
、

地
価
の
高
騰
を
利
用
し
た
権
利
の
又
貸
し
・
転
売

を
目
的
に
し
た
土
地
の
放
置
、
そ
し
て
大
規
模
な

森
林
伐
採
と
材
木
の
違
法
な
密
輸
等
が
行
わ
れ
て

お
り
、
企
業
と
そ
れ
に
関
与
す
る
政
府
高
官
や
政

治
家
が
巨
額
の
利
益
を
得
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い

る
。一

部
の
Ｅ
Ｌ
Ｃ
に
よ
る
地
域
住
民
へ
の
影
響
は

深
刻
で
あ
り
、
居
住
し
て
い
た
村
か
ら
の
立
退
き

が
強
制
さ
れ
、
農
地
や
狩
猟
採
集
を
行
っ
て
い
た

森
、
少
数
民
族
の
埋
葬
地
や
神
聖
と
さ
れ
る
土
地

ま
で
も
が
企
業
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文
献

③
、
参
考
文
献
④
、pp. 12-15

）。
抵
抗
す
る
住
民

に
対
し
、
警
察
や
軍
隊
、
私
設
警
備
隊
が
発
砲
、

放
水
、
暴
力
に
よ
る
鎮
圧
を
行
っ
た
と
い
う
Ｎ
Ｇ

Ｏ
か
ら
の
報
告
も
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
二
○

○
五
年
三
月
に
は
バ
ン
テ
ア
イ
ミ
エ
ン
チ
ェ
イ
州

で
警
察
が
抗
議
集
団
に
対
し
て
発
砲
し
、
住
民
五

人
が
死
亡
、
四
○
人
が
負
傷
し
て
い
る
（
参
考
文

献
③
）。
ま
た
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
使
用
さ

れ
る
化
学
肥
料
、
殺
虫
剤
、
除
草
剤
が
、
周
辺
の

土
壌
や
地
下
水
を
汚
染
し
、
人
々
の
健
康
に
も
悪

影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
大
規
模
な
森
林
伐

採
は
環
境
破
壊
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る

（
参
考
文
献
③
、
参
考
文
献
④
、p. 15

）。

政
府
が
公
表
し
て
い
る
Ｅ
Ｌ
Ｃ
五
八
カ
所
の
内
、

国
内
企
業
に
よ
る
Ｅ
Ｌ
Ｃ
は
約
六
割
を
占
め
る
。

し
か
し
、
国
内
企
業
と
名
乗
る
企
業
の
内
、
ど
れ

だ
け
の
企
業
が
海
外
の
企
業
と
深
く
関
与
し
て
い

る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
政
府
の
公
表
に
よ
る
と
、

外
資
系
の
企
業
の
Ｅ
Ｌ
Ｃ
は
二
六
カ
所
で
あ
り
、

そ
の
内
の
五
割
、
一
三
カ
所
は
中
国
企
業
で
あ
る
。

原
木
や
熱
帯
材
の
世
界
最
大
輸
入
国
と
な
っ
た
中

国
は
、
国
内
の
伐
採
禁
止
措
置
に
よ
り
木
材
の
調

達
を
海
外
に
求
め
、
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
と
世
界
各
国
で
、
不
法
伐
採
に
よ
り
そ

、
不
法
伐
採
に
よ
り
そ

不
法
伐
採
に
よ
り
そそ

の
不
足
分
を
補
っ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
Ｅ
Ｌ

不
足
分
を
補
っ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
Ｅ
Ｌ

Ｃ
に
よ
る
森
林
の
不
法
伐
採
は
中
国
を
中
心
と
し

た
木
材
市
場
の
世
界
的
な
問
題
の
一
部
に
も
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

二
○
○
一
年
の
新
土
地
法
お
よ
び
二
○
○
五
年

一
二
月
の
Ｅ
Ｌ
Ｃ
に
関
す
る
小
法
令
の
制
定
以
降
、

一
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
違
法
な
Ｅ
Ｌ
Ｃ
の
契
約

解
消
が
始
め
ら
れ
る
な
ど
Ｅ
Ｌ
Ｃ
の
状
況
は
若
干

改
善
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｌ
Ｃ
に
よ
る
大

規
模
な
土
地
の
占
有
は
依
然
と
し
て
広
大
な
面
積

を
占
め
て
お
り
、
農
業
の
非
効
率
、
土
地
所
有
の

不
平
等
、
そ
し
て
貧
富
の
格
差
拡
大
の
一
大
要
因

と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
い
て
極
端
な
土
地
の

集
約
化
を
進
め
て
い
る
主
な
三
つ
の
要
因
に
つ
い

て
概
観
し
た
。
現
在
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
土

地
の
集
約
化
は
企
業
の
投
資
を
誘
発
す
る
一
方
、

農
業
の
非
効
率
化
、
貧
富
の
差
の
拡
大
、
環
境
破

壊
、
汚
職
の
蔓
延
、
人
権
侵
害
を
起
こ
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
今
後
、
土
地

法
の
拘
束
力
の
強
化
、
司
法
の
中
立
性
の
確
保
、

税
制
の
改
革
、
汚
職
を
規
制
す
る
た
め
の
法
整
備
、

監
視
体
制
、
情
報
公
開
、
透
明
性
の
確
保
が
急
務

で
あ
ろ
う
。

（ 

さ
と
う　

な
お
／
京
都
大
学
大
学
院
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
博
士
課
程
）
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